
平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

二

五

九

号

「
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
日
付
の
な
い
請
求
書
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人

259



「
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
日
付
の
な
い
請
求
書
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
実
施
に
あ
た
り
、
株
式
会
社
電
通
と
内
閣
府
と
の
間
で
契
約
さ
れ
た
「
平
成
十
三
年
度
前
期
・
後

期
」
の
契
約
書
と
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
請
求
書
に
つ
い
て
い
く
つ
か
重
要
な
疑
問
点
が
発
生
し
た
。
十
二
月
十
三
日
午
前
の

教
育
基
本
法
特
別
委
員
会
で
十
分
な
答
弁
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
内
閣
に
誠
意
あ
る
答
弁
を
求
め
る
。

一

三
億
八
六
四
七
万
三
二
一
七
円
の
請
求
総
額
が
記
さ
れ
た
「
平
成
十
三
年
前
期
」
と
、
五
億
五
二
八
〇
万
二
九
四
三
円
の

「
平
成
十
三
年
度
後
期
」
の
総
額
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
請
求
書
に
は
日
付
が
な
い
。
な
ぜ
か
。

二

「
前
期
」
「
後
期
」
の
請
求
書
を
内
閣
府
が
受
け
取
っ
た
の
は
い
つ
か
。

三

請
求
書
に
添
付
さ
れ
た
項
目
ご
と
の
請
求
書
と
明
細
書
の
中
に
は
、
株
式
会
社
電
通
テ
ッ
ク
が
電
通
宛
に
作
成
し
て
い
る

も
の
が
含
ま
れ
る
。
契
約
書
四
条
に
記
さ
れ
て
い
る
権
利
又
は
義
務
を
第
三
者
に
譲
渡
、
又
は
承
継
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て

い
る
「
書
面
に
よ
る
承
諾
」
は
あ
っ
た
の
か
。
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の

理
由
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
い
。
後
者
の
場
合
は
契
約
違
反
に
は
な
ら
な
い
の
か
。

四

「
前
期
・
企
画
運
営
費
二
八
七
八
万
円
」
「
後
期
・
企
画
運
営
費
四
五
五
五
万
円
」
は
、
作
成
者
も
不
明
の
簡
素
な
表
で

し
か
な
く
、
小
学
生
の
お
こ
づ
か
い
表
な
ら
と
も
か
く
、
会
計
実
務
上
用
い
ら
れ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
内
閣
府
が
こ
の

一



企
画
運
営
費
・
前
期
・
後
期
の
請
求
書
を
受
け
取
っ
た
の
は
い
つ
か
。
こ
の
簡
素
な
表
は
、
誰
が
い
つ
制
作
し
た
も
の
な
の

か
。

五

内
閣
府
は
請
求
内
容
に
対
し
て
検
査
を
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
前
出
の
企
画
運
営
費
に
対
し
て
検
査
は
行
わ
れ
た
の

か
。

六

調
査
委
員
会
の
最
終
報
告
書
（
案
）
は
、
四
十
五
ペ
ー
ジ
で
「
億
単
位
の
契
約
で
あ
り
な
が
ら
、
契
約
締
結
時
に
見
積
も

ら
れ
た
細
か
な
旅
費
な
ど
の
金
額
が
精
算
額
と
一
円
単
位
で
合
致
し
て
い
る
と
い
う
不
自
然
な
点
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

た
」
と
指
摘
し
、
「
契
約
書
の
作
成
が
実
際
の
事
業
実
施
と
前
後
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
わ
れ
る
「
さ
か
の
ぼ
り
契
約
」
の

実
態
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
契
約
書
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
の
か
。
事
実
関
係
は
ど
う
か
。

七

総
額
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
随
意
契
約
の
支
払
い
を
実
行
し
た
の
は
、
「
前
期
」
「
後
期
」
そ
れ
ぞ
れ
い
つ

だ
っ
た
か
。
年
月
日
と
金
額
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

八

平
成
十
三
年
度
に
は
広
告
費
を
含
ん
だ
契
約
金
額
に
な
っ
て
い
た
の
を
十
四
年
以
降
は
別
立
て
に
し
た
と
い
う
。
公
示
さ

れ
て
い
る
落
札
者
情
報
に
「
随
意
契
約
」
で
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
広
告
費
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
広
告
費
の

み
が
「
随
意
契
約
」
で
残
っ
た
理
由
を
述
べ
て
ほ
し
い
。

二



九

安
倍
総
理
は
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
「
ゼ
ロ
か
ら
見
直
す
」
と
答
弁
し
た
が
、
塩
崎
官
房
長
官
は
「
落
札
率
」
を
公

表
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
答
弁
を
避
け
た
。
一
〇
〇
〇
万
円
規
模
で
今
後
も
、
過
去
同
様
に
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
落
札
率

を
開
示
す
る
と
「
予
定
価
格
」
が
推
定
さ
れ
、
談
合
な
ど
の
も
と
に
な
る
。
し
か
し
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
仮
に
続
け

る
に
し
て
も
、
無
駄
遣
い
を
や
め
質
素
で
堅
実
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
国
民
の
理
解
な
ど
到
底
得
ら
れ
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
落

札
率
を
公
表
し
て
も
過
去
の
事
業
契
約
水
準
は
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
る
の
で
、
談
合
の
起
き
る
心
配
は
な
い
。
落
札
率
を
公

開
で
き
な
い
事
情
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
内
閣
が
国
民
に
対
し
て
「
改
革
」
の
旗
を
た
た
む
の
で
あ
れ
ば
問
わ
な
い
が
、

「
聖
域
な
き
構
造
改
革
を
継
承
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
事
業
の
予
定
価
格
・

落
札
率
・
落
札
業
者
を
公
表
す
る
べ
き
だ
が
、
い
か
が
か
。
か
か
る
各
年
度
ご
と
の
数
値
を
示
さ
れ
た
い
。

十

司
法
制
度
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
法
務
委
員
会
で
指
摘
し
た
通
り
事
前
依
頼
が
七
回
中
六
回
と
い
う
調
査
報
告

で
あ
っ
た
。
法
務
大
臣
・
法
務
省
は
、
自
ら
省
内
調
査
を
行
っ
た
の
か
。
司
法
制
度
改
革
を
前
に
こ
の
事
態
を
反
省
し
、
国

民
に
陳
謝
す
る
姿
勢
は
な
い
の
か
。

十
一

全
七
回
の
司
法
制
度
改
革
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
法
務
省
職
員
は
何
人
参
加
し
た
の
か
。
や
ら
せ
質
問

に
は
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
か
。

三



十
二

内
閣
府
副
大
臣
を
長
と
す
る
調
査
委
員
会
の
調
査
は
、
す
べ
て
終
了
し
た
の
か
。
と
り
わ
け
、
同
調
査
委
員
会
の
添
付

資
料
で
も
あ
る
「
総
額
九
億
三
九
二
七
万
六
一
六
〇
円
の
日
付
の
な
い
請
求
書
」
に
つ
い
て
、
調
査
は
行
わ
れ
た
の
か
。
行

わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
見
解
に
た
つ
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


